
1 

 

中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書 

 

 

１．はじめに 

中小企業・小規模事業者（以下「中小企業」という。）の経営者による個人保証には、中小企業の

経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切

った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因と

なっている等、中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時及び履行時等において様々な

課題が存在する。 

近年、個人保証制度の在り方について見直しの気運が高まる中、中小企業に対する支援策としての

個人保証制度の在り方について政策的な方向付けが必要である。 

このため、本年 1月から 4月にかけて、中小企業庁と金融庁が共同で有識者との意見交換の場を設

け、中小企業における個人保証等の課題全般を、①個人保証の契約時における課題（個人保証の活用

実態や保証・担保に過度に依存しない新しい融資慣行や方法等）と②個人保証の履行時等における課

題（再生局面等における個人保証の在り方等）の両局面において整理するとともに、中小企業金融の

実務の円滑化に資する具体的な政策的出口の検討を行った。 

 

 

２．個人保証の現状 

中小企業においては、業務、経理、資産所有等に関する企業と経営者等との関係が明確に区分・分

離されておらず、実質的に一体となっていること（以下「法人個人の一体性」という。）が、その特

徴として認められる場合が多い（経営者の規律付けによるガバナンスの強化の必要性）。また、中小

企業の財務基盤は概して強固ではなく（企業の信用力の補完の必要性）、適切な開示情報の不足によ

り、借り手と貸し手との間にいわゆる「情報の非対称性」が存在することが多い（情報不足等に伴う

債権保全の必要性）。小規模事業者の場合は特にその傾向が顕著である1。 

こうした中小企業の経営実態に対応し、経営者の規律付けによるガバナンスの強化などを行う場合

において、個人保証は一定の有用性をもったツールであり、中小企業の資金調達の円滑化、調達コス

トの低減等に寄与している。 

このため、借り手である中小企業の経営者のうち８０％超2が個人保証を提供しており、個人保証は

中小企業金融における融資慣行として定着している。また、個人保証は、貸し手の融資判断や、融資

金額、金利の設定等にも密接に関係している。 

 

 

３．個人保証の弊害 

このように、その有用性から融資慣行として定着している個人保証ではあるが、その一方で、個人

保証には以下のような弊害が存在する。 

                                                   
1 大企業（公開企業）においては、適切な企業情報の開示を前提とした市場（株主）のガバナンスによ

り規律付けされており、かつ、財務基盤も強固であることから、個人保証を求められないケースが多い。 
2 中小企業庁が平成 24年度委託調査事業として実施したアンケート調査においては、金融機関から借

り入れを行った中小企業のうち、86.7%の経営者が借り入れの際に個人保証の提供を行っている。 
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（１）安易な個人保証契約の締結への依存は、借り手、貸し手の双方において、本来期待される以下の

ような機能を発揮していく意欲を阻害しているおそれがある。 

➢中小企業による健全な事業経営（財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による透明性

の確保） 

➢金融機関による健全な融資慣行の構築（借り手の事業内容や経営状況等に対する目利きを重視

した融資） 

 

（２）また、融資の際には個人保証を求めることが慣行化するとともに、契約時において貸し手側によ

る、中小企業に対する説明不足、保証人の資産に比して過大な債務負担の要求などの対応と相俟っ

て、貸し手と借り手の間における信頼関係構築の意欲を阻害しているおそれがある。 

 

（３）更に、こうした貸し手側の対応に加えて、個人保証の履行時等における課題が、中小企業の負担

感を増し、その各ライフステージ（創業、成長・発展、早期の再生着手、円滑な事業承継等3）にお

ける取組意欲を阻害しているおそれがある。 

   具体的には、私的整理局面において経営責任の明確化のため、原則として経営者の交代が求めら

れることや、履行基準（残存資産の範囲）が不明確であること、保証履行後も保証債務が残存する

こと、保証債務に関する複数債権者間の調整や法人債務との一体処理のプロセスが未整備であるこ

となどが保証債務の履行に関する課題として挙げられる。 

 

 

４．政策的出口の方向性 

（１）個人保証の在り方の基本的な方向性 

個人保証を求めることが融資において慣行化している背景に中小企業の経営実態があるという

指摘がなされている点に鑑みると、できる限り個人保証を提供せずに資金調達の円滑化が図られる

ためには、まずは、借り手である中小企業側が、以下のような経営の改善に努めることが重要であ

る。借り手のこうした取組みを通じて個人保証を補完的な役割と位置付けるような認識が次第に醸

成されていくことが期待される。また、行政当局としてもそのための環境整備を図る必要がある。 

➢企業と経営者等との関係の明確な区分・分離（経営者の規律付けによるガバナンスの強化の必

要性の解消） 

➢財務基盤の強化（企業の信用力の補完の必要性の解消） 

   ➢財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保（情報不足等に伴う債

権保全の必要性の解消） 

 

他方、個人保証は、中小企業金融における融資慣行として定着し、中小企業の資金調達にも寄与

しているため、個人保証契約締結の一律的な制限は、中小企業の円滑な資金調達を阻害し、中小企

業の経営規律の低下を惹起するおそれがある。特に、上記のような経営改善の実現が現実的ではな

く、法人個人の一体性に一定の合理性や必要性が認められるような小規模事業者等においては、個

人保証が円滑な資金調達のツールとして引き続き機能することが想定される。 

                                                   
3 債務整理等を前提とした企業の再起のケースなども含まれ得るものと考えられる。 
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このため、むしろ、個人保証契約時の課題及び個人保証履行時等における課題について、中小企

業の実態を踏まえ、以下のような方向性に則した対応を通じて個人保証の弊害を解消し、貸し手と

借り手の間における信頼関係の強化とともに、各ライフステージにおける中小企業の取組意欲の増

進を図っていくことが重要である。 

➢法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている中小企業等

に対する、個人保証に依存しない融資の一層の促進 

➢法人個人の一体性に一定の合理性や必要性が認められるなどの理由により個人保証を提供す

る中小企業に対する、貸し手による丁寧かつ柔軟な対応の促進 

➢個人保証履行時における課題の解消による中小企業経営者の負担感の軽減 

➢事業承継時における柔軟な対応や課題の解消による後継者の負担感の軽減 

 

（２）契約時の課題への対応 

個人保証の契約時の課題については、以下のような対応を図ることが考えられる。 

 

① 個人保証に依存しない融資の一層の促進 

法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている中小企業等

に対しては、停止条件付保証契約4（又は解除条件付保証契約5）、ＡＢＬ6等の個人保証の機能を

代替する融資手法のメニューの充実を通じて、借り手の資金ニーズを勘案しつつ、貸し手と借り

手の双方において保証に依存しない融資の一層の促進が図られることにより、借り手における健

全な事業運営や貸し手における健全な融資慣行の構築が期待される。また、行政当局としてもそ

のための環境整備を図る必要がある。 

また、経営者の規律付けによるガバナンス強化、企業の信用力の補完、情報不足等に伴う債権

保全の必要性の観点から、以下のような点が将来に亘って充足すると見込まれる場合には、貸し

手は、借り手の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断する中で、個人保証を求めな

い可能性や、停止条件付保証契約等を活用する可能性について、借り手のニーズも踏まえて、改

めて検討することが求められる7。 

➢法人の事業資産と経営者個人の資産が明確に分離されている場合 

➢法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・配当、オーナーへの貸付等）が、社会通念

上適切な範囲を超えない場合 

➢法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る場合 

➢経営者等から十分な物的担保の提供がある場合 

➢中小企業から適時適切に財務情報が提供される場合8 

                                                   
4 停止条件付保証契約：債務者がコベナンツ（特約条項）に抵触しない限り保証債務が発生しない保証

契約 
5 解除条件付保証契約：債務者がコベナンツを充足する場合は保証債務が解除され得る保証契約 
6 Asset Based Lending：流動資産担保融資 
7 保証を求めない融資や保証の代替手法を活用するに際しては、借り手の財務情報の正確性、情報開示

に伴う中小企業のコスト負担、モニタリングに伴う金融機関のコスト負担等の課題もあることに留意が

必要であり、こうした課題の解決手法として、中小企業を支援する機関や専門家の活用等も考えられる

のではないかとの意見があった。 
8 情報の非対称性に伴う損失のリスクに備える必要がないと判断されるような水準の財務情報が借り手

より提供されている場合を想定している。 
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② 保証契約の必要性等に関する説明 

上記①の検証の結果、保証の代替手法の活用等が困難と判断された中小企業や、法人個人の

一体性に一定の合理性や必要性が認められる中小企業の経営者と個人保証契約を締結するこ

ととなった場合であっても、貸し手は、保証契約時に、以下のような点について、借り手に対

して丁寧かつ具体的に説明することが求められる。 

➢保証契約の必要性（経営者の規律付けによるガバナンスの強化の必要性等） 

➢原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保

証履行時の経営者の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲を定めること 

➢必要性が解消された場合の保証契約の解除、変更等の見直しの可能性 

 

③ 適切な保証金額の設定 

②と同様に個人保証契約を締結する場合、貸し手は、個人保証の負担が中小企業の各ライフス

テージにおける取組意欲を阻害しないよう、適切な保証金額の設定に努める。 

例えば、保証金額は期限の利益を喪失した日などの一定の基準日における保証人の資産の範囲

内とし、基準日以降に発生する収入には及ばない旨を保証契約に規定する等の対応が考えられる。

また、保証人が保証履行時の資産の状況を表明保証し、その状況に相違があった場合には融資慣

行等に基づく保証債務の額9が復活することを条件として、借り手と貸し手の双方の合意に基づき、

保証金額を保証履行請求時の保証人の資産の範囲とする旨を選択することも可能とするような

仕組みも考えられる10。 

また、物的担保等により保全が図られている場合には、当該手段による保全の確実性を勘案し

つつ、個人保証の範囲を他の手段でカバーされない部分に限定することも考えられる。 

 

④ 既存保証契約の適切な見直し 

貸し手は、経営の改善が図られたこと等により、借り手から既存の保証契約の解除、変更等の

見直しの申入れがあった場合には、真摯かつ柔軟に対応することが求められる。また、特に事業

承継時には、前経営者が負っている保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、

その必要性や個人保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について改めて検討すると

ともに、保証を求めざるを得ない場合においても適切な保証金額の設定に努める。 

 

（３）個人保証履行時等における課題への対応 

個人保証履行時等の課題については、以下のような対応を図ることが考えられる。 

 

① 経営者の経営責任の在り方 

私的整理局面における経営者の経営責任については、法的整理の考え方との整合性に留意し、

経営者の経営資質、信頼性、窮境に陥った原因への帰責性等を勘案して、事業再生の実効性の向

上に資するものとして一定の経済合理性が認められる場合は、経営者の存続を許容する。 

                                                   
9 例えば、根保証における融資慣行上の極度額は融資額の１２０％ 
10 ただし、保証人による資産の過少申告といった問題や表明内容の相違を誰がどのように確認するのか

といった実務に関する課題等について引き続き検討を要する。 
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なお、経営者が存続する場合の経営責任については、上記帰責性等を踏まえ総合的に判断する

中で、保証債務の履行、役員報酬の減額、株主権の放棄、代表からの退任等により明確化を図る。 

 

② 保証債務の履行基準（残存資産の範囲） 

保証債務の履行時に経営者の手元に残す資産の範囲については、破産手続における自由財産の

考え方を踏まえつつ、事業再生11の実効性の向上に資するものとして、貸し手にとっても一定の

経済合理性が認められる場合は、早期の事業再生の着手を決断した経営者に対して、経営者の経

営資質、信頼性、窮境に陥った原因における帰責性等を勘案し、債権者の判断により、例えば、

一定期間の生活費に相当する額や華美にならない自宅を残存資産に含めるなど12のインセンティ

ブの付与を可能とする仕組みが考えられる13。 

なお、本社、工場等実質的に事業を行う上で最低限必要な資産とみなすことができるものにつ

いては、保証債務の対象から除外して経営者の手元に残すのではなく、会社に譲渡し、会社の資

産とすることで保証人としての責任を果たすことが考えられる14。 

 

③ 保証履行後の保証債務の残存 

保証債務の一部履行後に残存する債務の扱いについては、保証人が表明保証した資産の状況に

相違があった場合には保証債務が復活することを条件として残存保証債務を免除し、法人債務と

の一体処理を図る等の仕組みが考えられる。 

 

（４）個人保証等の在り方に関する公的な枠組み 

以下の点に鑑み、中小企業における個人保証等の在り方に関する公的な枠組みとして、個人保証

契約時・履行時等の課題への対応策について、上記の方向性を具体化したガイドラインが、行政当

局の関与の下で、中小企業金融の関係者により策定されることが適当である15。 

➢中小企業金融における、借り手と貸し手の双方の健全な取組みの促進 

➢保証契約時、債務整理時それぞれのプロセスにおける選択肢の充実 

➢保証履行時の予見可能性を高め、早期事業再生を促進  

➢貸し手側が一定の視点や評価などを共有することによる複数債権者間の調整プロセスの円滑 

 化 

➢債務整理時における、金融機関による株主への説明や税務当局等への対応の円滑化 

 

（５）その他 

本報告書の内容が既存の私的整理スキーム（私的整理ガイドライン、事業再生ＡＤＲ、中小企業

再生支援協議会等）等へ反映されることの要否についても検討されることが適当である。 

                                                   
11 事業からの早期の撤退や債務整理等を前提とした企業の再起のケースなども含まれ得るものと考え

られる。 
12 研究会においては、その他残存資産の考え方として、同年代における失業保険相当額、同年代におけ

る平均的な資産相当額という意見もあった。 
13 後述するガイドラインにおいて基準をより具体的なものとする。 
14 会社から譲渡の対価を得る場合には、当該対価を保証履行の対象とすることが原則であると考えられ

る。 
15 ただし、債務者の状況は千差万別である中、仮に一律・画一的に具体的な基準を設けた場合には、却

って実効性に欠けるものになるおそれがあることにも留意が必要である。 



6 

 

 

 

５．おわりに 

日本経済がデフレから脱却し、力強い成長を実現していくため、政府においては、日銀による大胆

な金融政策に加え、機動的な財政政策、成長戦略が「三本の矢」として一体として進められている。

「成長による富の創出」の実現により成長戦略を真に軌道に乗せていくためには、日本経済において

重要な役割を担っている中小企業の活力を引き出すことが必要不可欠である。 

他方、中小企業は経営基盤や財務基盤が概して強固ではないため、その活力を引き出すには、中小

企業自らが経営の透明性を高め、適時適切に情報開示を行い、金融機関に経営状況を相談しながらア

ドバイスを受けることで、自らの経営課題に気づき解決していくといった取組みを通し、経営の高度

化を図っていくことが重要である。 

経営者に対する個人保証は、中小企業金融の円滑化に寄与してきた面がある一方、こうした中小企

業の経営の高度化に向けた意欲を阻害してきた可能性があり、また、中小企業の創業や事業承継、事

業再生といった中小企業のそれぞれのライフステージにおいても課題となってきたという面もある

ものと考えられる。 

このため、本研究会では、個人保証契約の締結時と履行時の課題を中心に、中小企業金融の有識者

により精力的に議論を行い、それぞれの課題解決に向けた政策的出口の方向性について一定の成果を

得ることができた。 

今後、更に検討が進められて本報告書の内容ができる限り早期にガイドラインとして具体化され、

中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され、日本経済活性化の一助とな

ることを期待する。 
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参 考 

 

 

個人保証の機能を代替する融資手法の活用例等について 

 

 

個人保証の機能を代替する融資手法の活用や事業承継時の対応については、一義的には金融機関の自

主的な創意工夫に委ねるべきであるが、本研究会における議論も踏まえ、以下のようなものも考えられ

る。 

 

《個人保証の機能を代替する融資手法の活用例》  

○透明性の高いガバナンスの強化の観点からの報告義務や法人の事業資産と経営者個人の資産の分

離の観点からの資産移転制限を停止条件（解除条件）とするような停止条件付保証契約（解除条件

付保証契約）の活用 

 

○ＡＢＬ、金利上乗せ、物的担保等の併用により信用リスクに見合った債権保全を図るといった融資

手法の活用 

 

《事業承継時の対応例》 

○実質的に債務超過の状態にある等、事業承継と一体的に事業再生を果たすことが適当な場合で、債

権者にとっても一定の経済合理性が認められる場合には、事業承継時点の法人の資産と旧経営者

（保証人）の資産により旧債務の一定の圧縮を図った上で、残存債務については、後継者に当然に

保証債務を引き継がせるのではなく、その必要性や代替手法の活用について改めて検討するととも

に、保証を求めざるを得ない場合においても適切な保証金額の設定に努める。 

 

○一方、実質的に資産超過の状態にある等、事業承継時点の債務について、法人単体での回収が可能

と判断される場合には、後継者に当然に保証債務を引き継がせるのではなく、その必要性や代替手

法の活用について改めて検討するとともに、保証を求めざるを得ない場合においても適切な保証金

額の設定に努める。 

 

○なお、いずれの場合においても、その後の新規借入について、新経営者が、法人個人の一体性の解

消等を図ろうとしている場合は、保証を求めないことや保証の代替手法の活用を検討する。 
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